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自分にテーマを持つ。一つ事を抱こう。 

一つ事を抱いて人生が立っている。 

新玉の年の初めに、あなたの抱く一つ事は 

何ですか？自分の一つ事を確認しよう。 

 
 
 
 
 女性がビジネスに 
       成功する七カ条 

１．サービス精神が旺盛である 

２．聡明である 

  人の話をよく聞き良く考える 

３．数字を理解し、客観的に見られる 

４．礼儀・節度を心得ている 

５．人に好かれる雰囲気を持っている 

６．人脈を大切にしている 

７．志が高くプラス志向である 

 

 

 

 

ビジネス生活55年、その全ては本に導かれ、 
教えを実践した。 

それは、スポンジが水を吸い込むように、
どんどん私のものになり、大きく成長できた
と思う。 

私の師であり、友であり、もう一人の母でもあっ
た本に、感謝を込めてここに記す。 

 

 

 

 

 

 
 

いずれも大分前に出版されたものである。 
メビウス会員の多くの女性の方が、 
この本を手にできることがあったら、 
幸せと思う。 
平成28年は、この本の章や言葉を紹介 
していきます。 

いだ 

いだ 本に導かれた人生        

●『男のように考え レディのようにふるまい     
    犬のごとく働け』  昭和55年 
 サンケイ出版 石原一子編訳 デレク・A・ニュートン著 

●『なんて美しい女性（ひと）だろう！』昭和56年 

 21世紀ブックス 千 宗室著 

●『気品ある生き方のすすめ』平成3年 

 講談社  元東宮侍従 浜尾 実著 



メビウス講義 第170回 

 よくわかる  納得「はじめて」シリーズ  P a r t 1  

はじめての「見る」決算書  
～損益計算書編～  

 去る12月17日、太田商工会議所にて、税理士・メビウス主幹 三上 洋子に
よる、メビウス170回『はじめて「見る」決算書』を行いました。 
 会員の方より、「同じ年代の人との交流を持ちたい」といったご意見を頂き、
この講義は20代～30代の方向けの講義として開催いたしました。 
 それでは、講義の一部をご紹介いたします。 

≪1.決算書にはどんな情報が入っているの？≫ 

情報１：会社は、今、どれだけ利益が出ているのか 

情報2：会社には、今、どれだけの財産があるのか 

損益計算書 Ｐ／Ｌ を見ると分かる ≪ 収益性 ≫ 

貸借対照表 Ｂ／Ｓ を見ると分かる ≪ 安全性 ≫ 

情報3：会社の資金繰りは上手くいっているのか 

キャッシュフロー計算書 Ｃ／Ｆ を見ると分かる ≪ 将来性 ≫ 

≪2.損益計算書（そんえきけいさんしょ）を見る≫ 

4月1日 3月31日 

期首から期末 1年間の利益を計算する 

損益計算書（P／L） 
 どれだけ儲かっているのか 
 どれだけ損しているのか を知る 
 さらに儲けるためにどうすればよいか  を知る 

≪ 収益性 ≫を見るため 



損 益 計 算 書 （単位：      ） 

自 平成  年  月  日  

至 平成  年  月  日 

  【経常損益の部】 
 

     （営業損益の部） 
 売 上 高 

 売上原価 
 

  売上総利益 
 

 販売費及び一般管理費 
 

  営業利益 

     （営業外損益の部） 
 営業外収益 

 営業外費用 
 

  経常利益 

  【特別損益の部】 
 

 特別利益 

 特別損失 
 

  税引前当期純利益 

 法人税等 
 

  当期純利益 

≪4.利益は5つある≫ 

①売上総利益 

･･･「粗利（あらり）」とも呼ばれる 
  商売で直接得る利益  

②営業利益 

･･･ 本業の利益 

③経常利益 

･･･「経常（けいつね)」とも呼ばれる 
  ここが増えれば増益、減れば減益  

④税引前当期純利益 

･･･経常利益から臨時の利益、損失を 
   差引する  

⑤当期純利益 

･･･会社に残った利益  

≪5.まず損益計算書を手にしたら≫ 

①売上高を見る 

②経常利益を確認  

③営業利益と経常利益のバランスを見る 

≪3.損益計算書の作りは ズバリ 「シンプル」≫ 

「収益から費用を引いて利益を算出する」の繰り返し 

 収益 … 売上、受取利息などの収入 

 費用 … 水道光熱費、交通費などの経費 

売上高 

≪

当
日
の
講
師≫
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 今回は決算書の中で、「損益計算書」についてのみ、講義を開催いたしました。 
 講義終了後、「貸借対照表」の講義も開催してほしい！というご意見を多くいただき、 

 急遽、平成28年2月10日に開催することとなりました。ぜひご参加をお待ちしております！！ 



今月のニュース＆データコンパクト 

  電子お薬手帳 普及へ 

 後発薬は半額 2016年度から                                    

2015.12.13 日本経済新聞 

2015.12.3 日本経済新聞 

ブランド薬下げも強化  厚生労働省は2016年度の薬価制度改革の骨子案をまとめた。 

特許切れの成分でつくる後発医薬品(ジェネリック)の販売価格

を新薬の6割から5割に引き下げる。政府は後発薬の普及率を20

年度までに8割に上げる目標を掲げた。普及を促すとともに､価

格を下げて政府や国民の負担を減らす。1つの内用薬に対して

多くの後発薬が出る時は11種類目以降の価格を新薬の4割に

下げる。新薬のうち特許が切れて5年たっても売れ続けている

ブランド薬(長期収載品)は一段と値下げする。後発薬が普及し

てもしなくても、薬のコストを抑えるのが狙い。高齢化で膨ら

む医療費に歯止めをかけるとともに、患者の自己負担も減らす。 

厚生労働省は2016年度から、スマートフォンなどの｢電子お薬手帳」を活用する薬局

の報酬を増やす方針だ。これまでは投与した薬の情報を紙の手帳に書かかなければ

高い診療報酬を受け取れなかったが、電子版も認める。持ち忘れることが少ない電

子版の普及を促し、過剰な投与や危険な組み合わせを防ぐ狙いだ。電子お薬手帳は

大手薬局チェーンやアプリ開発会社が開発している。厚労省はすでに異なる電子お 

  超高齢社会日本の落とし穴             2015.12.15 日本経済新聞 

世界一の高齢化社会である日本は、シニア市場向けの事業開発の場として最適な国

だ。ここで得られた成果を、遅れて高齢化する海外市場に展開できるという優位性

があるからだ。一方、超高齢社会の日本はデジタルネイティブの人口割合が小さい

ことが、企業経営上、不利な要素になる点を自覚する必要がある。幼少期からパソ

コンやインターネットに慣れ親しんでいるデジタルネイティブ世代は、物欲が希薄

で、共感性や共同体への帰属意識が強く、社会貢献に関心が高い。製品やサービス

を所有するよりも、利用することを重視するため、何でもシェアする。 

デジタルネイティブが少数派の日本でもこの習性が、今後社会の主

流になり、世界を大きく変えることは明らかだ。この変化に素早く

対応できるかどうかが、今後企業の浮沈を左右する。 

対応薬局の報酬増 

薬手帳の情報を共有できるようにして利便性を上げることを決めて

いる。さらに薬局がサービスの対価として受け取る診療報酬を引き

上げることで、電子お薬手帳の利用を客に促してもらう。16年度か

ら電子お薬手帳への記入でも紙の手帳と同額の報酬を認める。 

デジタルネイ
ティブが少数派
の日本では。特
定世代の価値観
やライフスタイ
ルだと思われが
ちだが、一部世
代の習性ではな
く、今後社会の
主流になること
に気付くべきだ。 



 遠隔診療 ベンチャー先行              

2015.12.21 日経産業新聞 

2015.10.25 毎日新聞 

例えばネットで診療を申し込むと｢治療中の病気 

はありますか」｢薬を飲んで皮膚症状やアレルギー

が出た経験はありますか」といった質問が送られ

てくる。これに加えて健康診断の結果やお薬手帳

のデータなど必要な情報を送信すると医師が診察

をする。詳細なルールが不透明な部分も残ってお

り大手企業はまだ参入に慎重だが、医療分野で新

たなサービス競争が始まりつつある。 

遠隔診療でベンチャー企業が大手に先駆けサービスを始めた。従来はへき地むけな

ど一定の制限があったが、厚生労働省が8月に実質的に解禁。インターネットを使い、

離れた場所でもスムーズに診察できるシステムの提供に相次ぎ乗り出している。 

≪生活習慣病予防！≫ 

新たなサービス競争 

｢自炊塾」を開講し人気を集める。大学時代は親の管理下を

離れることで食事や睡眠など生活全般が不規則になりがち

で、生活習慣病の下地が生まれる時期。中高年からの病気

と高をくくらず、健康的な生活で自己管理に努めたい。 

生活習慣病に今のうちから備えよう！学生にそんな働きかけをする大学が増えてい

る。運動施設を開いたり、病気について教える講座を設けるなど方法はさまざま。

青山学院大学では、｢フィットネスセンター」を設けた。専門のインストラクターが

常駐し、トレーニングの支援、食生活の注意点を指導。早稲田大学では、｢リフレッ

シュスタジオ」でヨガなどの教室を開設。九州大学は、単位として認められる授業 

 ロボやＡＩ、新産業に 第５期科学技術基本計画                                             

5年ごとに定める科学技術政策の指針となる｢第５期科学技術

基本計画」がまとまった。第５期計画は｢世界は大変革時代を

迎えつつある」とし、社会の変化に乗り遅れまいとの危機感

を強く打ち出した。世界ではすでに、欧米や新興国を中心に

情報社会の次にくる国家の未来像を模索する研究開発を急い

でいる。日本が狙うのは、社会の隅々にＩＴやロボットを生

かす試みだ。人類が経験してきた狩猟社会、農耕社会、工業

社会、情報社会に続く第５の社会を｢Ｓociety(ｿｻｴﾃｨｰ）5･0｣

と名づけ、年齢や性別、地域や言語の違いを意識せずに様々な

サービス(インフラ修理・介護など）を受けられる社会をめざす。  

2015.12.21 日本経済新聞 

2015.12.21 日本経済新聞 

自炊塾！ 



経営者のためのインフォメーション 

 ご不明な点は、事務局にお尋ねください！ 

◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆ 
   （栃木県足利市本城2-1901-8 アサヌマビジネスサポート内） 

TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340   

２ 

Ａ 

提出書類 

入社時の提出書類  

 平成28年1月より「マイナンバー制度」がスタートします。マイナンバーは、従業員

の入社時に取得することが想定されることから、今回は、従業員の入社時に会社として

とっておくべき書類と注意点について解説します。 

 就業規則には、入社時に提出する書類を定めます。              

具体的には、住民票記載事項証明書、健康診断書、源泉徴収票、年金手帳、雇用

保険被保険者証等があります。また、身元証明書を提出させることがありますが、

これは自動更新が認められず、最長5年間の有効期限がある書類になります。 

【住民票記載事項証明書】 

提出にあたっての注意点 

 １の提出書類のうち｢住民票記載事項証明書」｢健康診断書」について取り上げましょう。  

 この書類は、従業員本人の年齢や住所を確認するために提出してもらうものです。

住民票には従業員から一律に集めることが好ましくないとされる情報も記載されるた

め、必要な情報を限定し、住民票記載事項として証明をしてもらう必要があります。 

Ｂ 【健康診断書】 

 会社は、常時使用する労働者を雇い入れる際、健康診断を実施することが義務付け

られています。これはパートタイマーやアルバイトであっても、次の①・②のいずれ

にも該当する場合には、実施する必要があります。 

①期間の定めのない者や、契約期間が１年以上である者、契約の更新により１年以上 

 使用されることが予定されている者、既に１年以上引き続き使用されている者 

②１週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の１週間の所定労働時間の 

 ４分の３以上である者 

◎ また、健康診断を入社後に実施せずに、結果を提出させる場合は、入社日 

  より３ヶ月以内に受診しているものに限られますので注意が必要です。 

入社時の提出書類については、就業規則にきちんと定めておくとともに、入社の
連絡と併せて提出書類の案内を行うことが必要です。マイナンバーを取得するこ
ととなるため取得ルールを明確にすることが重要です！ 

 また、マイナンバー制度がスタートすると、マイナンバーが記載された住民票記

載事項証明書を入手することができるようになります。マイナンバーの確認をこの

証明書ですることもできますが、マイナンバーを個人番号カードや通知カードによ

り確認する場合は、住民票記載事項証明書にはマイナンバーの記載は不要です。 

◎ あらかじめ、マイナンバーをどのような方法で取得するかを決めて 

  案内しておきましょう。 

１ 



 あけまして、おめでとうございます。皆様は、初日の出
を見に出かけましたか？ 

 私は、去年は館林の城沼で、今年は利根川刀水橋で初日
の出を迎えました。毎年日の出スポットには何百人もの人
が来ていて写真を撮っていました。 

 昇る日の出に感動し、神聖な光を浴びて新たな気持ちに
なったり、特別な想いがあるのではないでしょうか。 

 経営には確かな 
     アドバイザーが必要です。  
ビジネスのあらゆる課題に、 
     豊富な知識と経験で 
      あなたの身近な強い味方。 

ご相談をお伺いするのは… 

主宰：浅沼 公子 
顧問：関田 恭裕 

又は 

です。 

＜ご相談のお申込み＞ 

<相談日> 
ＡＭ10時 

  ～ＰＭ５時 

生命保険のご相談…管理台帳を作りましょう 

マネー・ライフ プランのご相談 

女性のライフステージの変化… 

マネープラン見直しのタイミングです。 

ご相談をお伺いするのは… 
主幹：三上 洋子 です。 

1月19日（火） 
<場 所> ㈱浅沼経営センター足利本社 

ＡＭ10時 
～ＰＭ５時 

㈱浅沼経営センター足利本社 
<料 金> 無 料 無 料 

締切り 1/15 

<相談日> 

<場 所> 
<料 金> 

お電話：０２８４－４１－１３２４    M a i l： o f f i c e @ b s - m e b i u s . n e t  

締切り 1/12 

1月22日（金） 

上記の相談日以外でもご相談を承ります。お気軽に事務局までお問い合わせください。 

「初日の出」 

＜フォトブック＞ 

写真を一冊の本に。 

コメントやイラストも入ります 

メビウス 顧問 関田恭裕 

 ところで、日本人は農耕民族ですので、自然の変化によって稲作など収穫に影響するこ
とになり、日本人は特別に太陽崇拝の由来があるようです。初日の出を拝むようになった
のは、明治時代以降からだそうです。前の年の感謝の気持ちと一年の豊作を祈った習慣が
深く根付き現在でも残っており、最近では初詣と同様、一年のスタートとして行事となっ
ています。 

 今年の初日の出は、こんな初日の出の由来を感じながら、見てまいりました。 

 私たちの生活の習慣化された一つ一つの生活習慣や、仕事の中には日本人の文化や伝統
があり、今の仕事や社風・家風がつくられていることを感じて、会社運営をされてはいか
がでしょうか。 



「商い」面白し 
 突如現れた『Ｋanji（漢字） Ｈouse』の看板。 

 入り口のシャッターには赤富士が描かれている。出入りするのは着物の女性。何の店なのか
分からぬまま数ヶ月経った。つい先日、お店のＰＲが書かれた板を発見。そこには「We write 
your name in Japanese」と書かれていた。そう、外国人観光客向けの漢字書きサービスだ。 

 Michael なら 「舞華流」、Thomas なら 「刀真寿」、Andrew なら「安動隆」 といった
具合に、英語の名前を漢字に独自変換？してくれるサービスなのである。シンプルコース（筆
で書いてくれるだけ）1,000円から、風呂敷付、額縁付、掛け軸にしてくれるなどスペシャル
コース5,000円まで選べる。店内の様子の写真を見ると、畳の上に着物の女性が座り、書初めの
ように「書道」している。そして、ニッコリと満面笑みで自分の名前の漢字バージョンを得意
そうに持っている外国人たちがいた。日本観光の思い出の一品になるであろう、なかなか思い
つきにくいのアイデア型の商売である。外国人観光客が大挙する浅草ならではだと感心した。 

 昨年を象徴する言葉に「爆買い」「インバウンド消費」があった。ホテルは数年前に比べ倍
以上の価格に跳ね上がり、日本人の出張族の困り果てた声が聞こえた。強く感じたのは、ド
ラッグストアの変貌。昨年の12月というひと月だけで、自宅の徒歩５分圏内に、大手ドラッグ
ストアが２店舗オープン。完全に中国人仕様なのである。レジのスタッフも中国人、店内の掲
示物も中国語。もちろん、飛び交う言葉も中国語。近所の店なので、こちらが場違いと感じて
しまうほどである。買う量にも驚く。免税額を考えてのことなのかもしれないが、私がチマチ
マと日用品を買うのとは桁が違う。余計なお世話だが、この波が去ることがあった場合、これ
らの店舗はどうなるのだろう。さて、今年も「商い」の行方に注目だ。   主幹：三上洋子 
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はまやグループ(株) 
サービス業 

・介護保険内での病院等への通院、送迎と乗降受診の介助 

◎家事代行サービス 

◎福祉有償輸送サービス 

はまやグループは、お友達の家のような住宅改修型の小規模デイ

サービスで、専属講師による和紙ちぎり絵や折り紙ブロック、編み

物などの趣味行動を行いながら、指先を使うリハビリを取り入れ、

セラピューティックケアでは県内初の施設セラピストとして認定さ

れています。ご利用者様の体調や生活リズムに合わせ、ご本人らし

く生活できるよう必要に応じたサービスを提供して参ります。 

 ・要支援、要介護認定を受けている方の身体、生活の援助サービス 

● 訪問介護（ホームヘルプ） ● 通所介護 

● 保険外サービス 
◎ＨＡＭＡＹＡ福祉タクシー 

・小旅行、外食、通院など少人数でのご利用が可能 
・お車はちょっと贅沢にトヨタ「エスティマ」を使用 

・介護保険外の大掃除、植木の水やり、ペットの散歩など 

・認定を受けていない方も対象です 


